
川崎市上下水道局公告第２号 
 

 一般競争入札について次のとおり公告します。 
 

 令和 ８年 １月 ６日 
 

                                  川崎市上下水道事業管理者  白 鳥   滋 之 
（案件１） 

競争入札に 
付する事項 

件  名 新城その１下水幹線その３ほか工事 

履行場所 川崎市中原区下小田中５丁目、高津区千年新町地内ほか 

履行期間 契約の日から１８０日間 

参加資格 

（１）川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

（２）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 

（３）次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 

ア 令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。 

イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 

ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 

※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札シ

ステムによる申込ができません。 

（４）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されているこ

と。 

（５）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」ランク「Ａ」で登

録されていること。 

（６）令和７・８年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が４０点以上であること。 

（７）「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による

中小企業者であること。 

（８）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 

（９）土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 

ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が５，０００万円（建築一式工事の場

合は８，０００万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建

設業の許可でも可とします。 

また、本工事の請負代金が５，０００万円（建築一式工事の場合は８，０００万円）未

満となった場合は特定建設業の許可を要しません。 

（10）監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。 

※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなけれ

ばなりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。 

ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が５，０００万円（建築一式工事の場

合は８，０００万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技

術者でも可とします。 

本工事の請負代金が５，０００万円（建築一式工事の場合は８，０００万円）未満とな

った場合は監理技術者を要しません。 

また、本工事の請負代金が４，５００万円（建築一式工事の場合は９，０００万円）未

満となった場合は専任を要しません。 

なお、建設業法第２６条第３項ただし書及び同項第２号により専任義務を緩和する場合

の監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼務を可とします。ただし、それぞれの現



場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。 

情報通信技術などにより工事現場の状況の確認等ができる場合には、請負代金が１億円

未満（建築一式工事については２億円未満）の工事については２現場までの兼務を可とし

ます。 

詳細は、「入札契約に関する共通事項」を御覧ください。 

契約条項を 
示す場所等 

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒２１０－８５７７川崎市川崎区宮本町１番地） 
電話番号 ０４４－２００－２０９９ 

入札日時等 令和８年２月２日 午後１時３０分（財政局資産管理部契約課土木契約係）  

入札保証金 免 

契約書作成 要 

入札の無効 
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札

参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 

その他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 



（案件２） 

競争入札に 
付する事項 

件  名 初山２丁目３００ｍｍ－７５ｍｍ配水管布設替工事 

履行場所 
自：宮前区南平台１２－８先 

至：宮前区南平台１０－９先 ほか１件 

履行期間 契約の日から２８５日間 

参加資格 

（１）川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

（２）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 

（３）次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 

ア 令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。 

イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 

ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 

※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札シ

ステムによる申込ができません。 

（４）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されているこ

と。 

（５）川崎市高津区、宮前区、多摩区又は麻生区内に本社を有すること。 

（６）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ラ

ンク「Ａ」で登録されていること。 

（７）令和７・８年度の業者登録情報において、主観評価項目制度実施要綱第２条（１）イ「災

害時における本市との協力体制（災害協定）」又はウ「災害時における本市との協力体制

（防災協力事業所）」に登録があること。 

（８）「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による

中小企業者であること。 

（９）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 

（10）水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 

ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が５，０００万円（建築一式工事の場

合は８，０００万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建

設業の許可でも可とします。 

また、本工事の請負代金が５，０００万円（建築一式工事の場合は８，０００万円）未

満となった場合は特定建設業の許可を要しません。 

（11）監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できるこ

と。 

※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなけれ

ばなりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。 

ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が５，０００万円（建築一式工事の場

合は８，０００万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技

術者でも可とします。 

本工事の請負代金が５，０００万円（建築一式工事の場合は８，０００万円）未満とな

った場合は監理技術者を要しません。 

また、本工事の請負代金が４，５００万円（建築一式工事の場合は９，０００万円）未

満となった場合は専任を要しません。 

なお、建設業法第２６条第３項ただし書及び同項第２号により専任義務を緩和する場合

の監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼務を可とします。ただし、それぞれの現



場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。 

情報通信技術などにより工事現場の状況の確認等ができる場合には、請負代金が１億円

未満（建築一式工事については２億円未満）の工事については２現場までの兼務を可とし

ます。 

詳細は、「入札契約に関する共通事項」を御覧ください。 

契約条項を 
示す場所等 

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒２１０－８５７７川崎市川崎区宮本町１番地） 
電話番号 ０４４－２００－２０９９ 

入札日時等 令和８年２月２日 午後１時３０分（財政局資産管理部契約課土木契約係）  

入札保証金 免 

契約書作成 要 

入札の無効 
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札

参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 

その他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 



（案件３） 

競争入札に 
付する事項 

件  名 南幸町２丁目２００ｍｍ－１００ｍｍ配水管布設替工事 

履行場所 
自:幸区南幸町２－７１先 

至:幸区南幸町２－１４－５先 ほか２件 

履行期間 契約の日から令和９年１月２６日まで 

参加資格 

（１）川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

（２）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 

（３）次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 

ア 令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。 

イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 

ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 

※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札シ

ステムによる申込ができません。 

（４）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されているこ

と。 

（５）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「水道施設」種目「配水施設」ラ

ンク「Ａ」で登録されていること。 

（６）令和７・８年度の業者登録情報における主観評価項目の合計点が６０点以上であること。 

（７）「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号による

中小企業者であること。 

（８）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 

（９）水道施設工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 

ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が５，０００万円（建築一式工事の場

合は８，０００万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建

設業の許可でも可とします。 

また、本工事の請負代金が５，０００万円（建築一式工事の場合は８，０００万円）未

満となった場合は特定建設業の許可を要しません。 

（10）監理技術者資格者証（業種「水道施設」）の交付を受けた技術者を専任で配置できるこ

と。 

※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなけれ

ばなりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。 

ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が５，０００万円（建築一式工事の場

合は８，０００万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技

術者でも可とします。 

本工事の請負代金が５，０００万円（建築一式工事の場合は８，０００万円）未満とな

った場合は監理技術者を要しません。 

また、本工事の請負代金が４，５００万円（建築一式工事の場合は９，０００万円）未

満となった場合は専任を要しません。 

なお、建設業法第２６条第３項ただし書及び同項第２号により専任義務を緩和する場合

の監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼務を可とします。ただし、それぞれの現

場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。 

情報通信技術などにより工事現場の状況の確認等ができる場合には、請負代金が１億円

未満（建築一式工事については２億円未満）の工事については２現場までの兼務を可とし



ます。 

詳細は、「入札契約に関する共通事項」を御覧ください。 

契約条項を 
示す場所等 

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒２１０－８５７７川崎市川崎区宮本町１番地） 
電話番号 ０４４－２００－２０９９ 

入札日時等 令和８年２月２日 午後１時３０分（財政局資産管理部契約課土木契約係）  

入札保証金 免 

契約書作成 要 

入札の無効 
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札

参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 

その他 詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 



（案件４） 

競争入札に 
付する事項 

件  名 入江崎水処理センター改築土木その２１工事 

履行場所 川崎市川崎区塩浜３丁目地内 

履行期間 契約の日から令和９年６月３０日まで 

参加資格 

本工事の入札は、混合入札により執行します。 

入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構

成員２」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）又は単体

企業でなければなりません。 

ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を２０％以上とし、代表者は、他の構成員の

割合を上回らなければいけません。 

（１）特定ＪＶの資格条件 

ア 全ての構成員に必要な条件 

（ア）川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

（イ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 

（ウ）次のａからｃのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 

ａ 令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されているこ

と。 

ｂ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 

ｃ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 

※ 上記ａ以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入

札システムによる申込ができません。 

（エ）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」ランク「Ａ」

で登録されていること。 

（オ）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 

（カ）本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。 

イ 特定ＪＶの代表者に必要な条件 

（ア）土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 

（イ）監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できるこ

と。 

  ※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でな

ければなりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。 

なお、建設業法第２６条第３項ただし書及び同項第２号により専任義務を緩和する

場合（以下、「専任特例２号」という。）の監理技術者を配置する場合は、２現場ま

での兼任を可とします。ただし、それぞれの現場に監理技術者補佐を専任で配置する

ことを要します。 

ウ 特定ＪＶの構成員２に必要な条件 

（ア）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されてい

ること。 

（イ）「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号に

よる中小企業者であること。 

（ウ）土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。 

（エ）主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。 

※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でな



ければなりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。 

（２）単体企業の資格条件 
上記（１）ア「全ての構成員に必要な条件」及び上記（１）イ「特定ＪＶの代表者に必

要な条件」を全て満たしていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が

５，０００万円（建築一式工事の場合は８，０００万円）を下回り、「下請契約に関する

誓約書」を提出した場合は、（１）イ（ア）については一般建設業の許可でも可とし、（１）

イ（イ）については主任技術者でも可とします。 

契約条項を 
示す場所等 

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒２１０－８５７７川崎市川崎区宮本町１番地） 
電話番号 ０４４－２００－２０９９ 

入札日時等 令和８年２月１２日 午後５時（財政局資産管理部契約課土木契約係）  

入札保証金 免 

契約書作成 要 

入札の無効 
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札

参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 

その他 

（１）川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡

易型を適用します。 
（２）評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）

及び「入札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものと

します。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、

評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提

出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目

が達成されなかったときの対応」を御覧ください。 
（３）詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 



（案件５） 

競争入札に 
付する事項 

件  名 入江崎水処理センター改築土木その２２工事 

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－１７－１ 

履行期間 契約の日から令和９年１２月２８日まで 

参加資格 

入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構

成員２」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）でなけれ

ばなりません。 

ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を２０％以上とし、代表者は、他の構成員の

割合を上回らなければいけません。 

（１）全ての構成員に必要な条件 

ア 川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

イ 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 

ウ 次の（ア）から（ウ）のいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 

（ア）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。 

（イ）経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 

（ウ）建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 

※ 上記（ア）以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子

入札システムによる申込ができません。 

エ 令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「下水管きょ」種目「下水道開

削」ランク「Ａ」で登録されていること。 

オ 有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 

カ 本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。 

（２）特定ＪＶの代表者に必要な条件 

ア 土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 

イ 監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。 

 ※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなけ

ればなりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。 

なお、建設業法第２６条第３項ただし書及び同項第２号により専任義務を緩和する場

合（以下、「専任特例２号」という。）の監理技術者を配置する場合は、２現場までの

兼任を可とします。ただし、それぞれの現場に監理技術者補佐を専任で配置することを

要します。 

（３）特定ＪＶの構成員２に必要な条件 

ア 令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されている

こと。 

イ 「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号によ

る中小企業者であること。 

ウ 土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。 

エ 主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。 
※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなけ

ればなりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。 

契約条項を 
示す場所等 

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒２１０－８５７７川崎市川崎区宮本町１番地） 
電話番号 ０４４－２００－２０９９ 

入札日時等 令和８年２月１２日 午後５時（財政局資産管理部契約課土木契約係）  

入札保証金 免 



契約書作成 要 

入札の無効 
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札

参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 

その他 

（１）川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡

易型を適用します。 
（２）評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）

及び「入札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものと

します。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、

評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提

出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目

が達成されなかったときの対応」を御覧ください。 
（３）本工事の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第１号に規定する特定

工事請負契約に該当します。特定工事請負契約においては、川崎市契約条例第８条各号に

掲げる事項を定めます。 
（４）詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 



（案件６） 

競争入札に 
付する事項 

件  名 多摩川水系排水樋管ポンプゲート建設土木その１ほか工事 

履行場所 川崎市中原区宮内１丁目、高津区諏訪２丁目、川崎区本町２丁目地内ほか 

履行期間 契約の日から令和１０年５月３１日まで 

参加資格 

本工事の入札は、混合入札により執行します。 

入札に参加を希望する者は、次の条件を満たしている２者（以下それぞれ「代表者」及び「構

成員２」という。）により結成されている共同企業体（以下、「特定ＪＶ」という。）又は単体

企業でなければなりません。 

ただし、特定ＪＶの出資割合は、全ての構成員を２０％以上とし、代表者は、他の構成員の

割合を上回らなければいけません。 

（１）特定ＪＶの資格条件 

ア 全ての構成員に必要な条件 

（ア）川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

（イ）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 

（ウ）次のａからｃのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 

ａ 令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されているこ

と。 

ｂ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 

ｃ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 

※ 上記ａ以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入

札システムによる申込ができません。 

（エ）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「土木」ランク「Ａ」で登録

されていること。 

（オ）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 

（カ）本工事の他の特定ＪＶの構成員になっていないこと。 

イ 特定ＪＶの代表者に必要な条件 

（ア）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」又は「準市内」

で登録されていること。 

（イ）土木工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 

（ウ）監理技術者資格者証（業種「土木」）の交付を受けた技術者を専任で配置できるこ

と。 

  ※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でな

ければなりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。 

なお、建設業法第２６条第３項ただし書及び同項第２号により専任義務を緩和する

場合（以下、「専任特例２号」という。）の監理技術者を配置する場合は、２現場ま

での兼任を可とします。ただし、それぞれの現場に監理技術者補佐を専任で配置する

ことを要します。 

（エ）次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成２２年４月１日以降に有すること。 

国又は地方公共団体が発注した、下水道施設（※）における土木躯体工事（改築又

は耐震補強工事を含む）又は口径 800mm 以上の下水道管きょ工を含む工事の完工実

績 

（※）下水道施設とは、下水道法第２条第２号に定義されているポンプ施設（ただ

し、マンホール形式を除く）又は下水道法第２条第６号に定義されている終末処理場



に限る。 

ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が２０％以上である

こと。 

ウ 特定ＪＶの構成員２に必要な条件 

（ア）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されてい

ること。 

（イ）「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第２条第１項第１号に

よる中小企業者であること。 

（ウ）土木工事業に係る建設業の許可を受けていること。 

（エ）主任技術者（業種「土木」）を専任で配置できること。 

※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でな

ければなりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。 

（２）単体企業の資格条件 

上記（１）ア「全ての構成員に必要な条件」及び上記（１）イ「特定ＪＶの代表者に必

要な条件」を全て満たしていること。ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が

５，０００万円（建築一式工事の場合は８，０００万円）を下回り、「下請契約に関する

誓約書」を提出した場合は、（１）イ（イ）については一般建設業の許可でも可とし、（１）

イ（ウ）については主任技術者でも可とします。 

契約条項を 
示す場所等 

財政局資産管理部契約課土木契約係（〒２１０－８５７７川崎市川崎区宮本町１番地） 
電話番号 ０４４－２００－２０９９ 

入札日時等 令和８年２月１２日 午後５時（財政局資産管理部契約課土木契約係）  

入札保証金 免 

契約書作成 要 

入札の無効 
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札

参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 

その他 

（１）川崎市上下水道局総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の簡易型

を適用します。 
（２）評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価簡易型）及び

「入札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものとします。

詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、評価結

果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提出され

た資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目が達成

されなかったときの対応」を御覧ください。 
（３）本工事の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第１号に規定する特定

工事請負契約に該当します。特定工事請負契約においては、川崎市契約条例第８条各号に

掲げる事項を定めます。 
（４）詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 



（案件７） 

競争入札に 
付する事項 

件  名 観音川ポンプ場建設機械その１７工事 

履行場所 川崎市川崎区塩浜２－２４－９ 

履行期間 契約の日から令和１０年３月１５日まで 

参加資格 

（１）川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

（２）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 

（３）次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 

ア 令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。 

イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 

ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 

※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札シ

ステムによる申込ができません。 

（４）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「機械」で登録されていること。 

（５）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 

（６）機械器具設置工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 

ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が５，０００万円（建築一式工事の場

合は８，０００万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建

設業の許可でも可とします。 

（７）監理技術者資格者証（業種「機械器具設置」）の交付を受けた技術者を専任で配置でき

ること。 

※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなけれ

ばなりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。 

ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が５，０００万円（建築一式工事の場

合は８，０００万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技

術者でも可とします。 

なお、建設業法第２６条第３項ただし書及び同項第２号により専任義務を緩和する場合

の監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの現

場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。 

ただし、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行う

ことが可能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。 

また、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更す

ることができます。変更後の技術者は、「評価項目に対する配点及び自己採点表（第３号

様式別紙）」における評価項目の「配置予定技術者の同種工事の施工経験」において、当

初配置する技術者と同等以上の評価を有することが必要です。 

（８）次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成２２年４月１日以降に有すること。 

上下水道施設（※）において、口径７５０ｍｍ以上の立軸ポンプの製作及び据付工事に

ついて、元請としての完工実績（修理及び整備工事を除く。） 

ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が２０％以上であること。 
※ 上下水道施設とは、水道法第３条第８項又は下水道法第２条第２号（処理施設・ポ

ンプ施設・貯留施設に限る。）に定義された施設 

契約条項を 
示す場所等 

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒２１０－８５７７川崎市川崎区宮本町１番地） 
電話番号 ０４４－２００－２１００ 

入札日時等 令和８年２月１２日 午後５時（財政局資産管理部契約課建築契約係）  

入札保証金 免 



契約書作成 要 

入札の無効 
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札

参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 

その他 

（１）川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用

します。 
（２）評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」

及び「入札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものと

します。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、

評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提

出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目

が達成されなかったときの対応」を御覧ください。 
（３）本工事の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第１号に規定する特定

工事請負契約に該当します。特定工事請負契約においては、川崎市契約条例第８条各号に

掲げる事項を定めます。 
（４）詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 



（案件８） 

競争入札に 
付する事項 

件  名 観音川雨水滞水池ほか建設電気その３工事 

履行場所 川崎市川崎区四谷下町２５－６ほか 

履行期間 契約の日から令和１０年３月１５日まで 

参加資格 

（１）川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

（２）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 

（３）次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 

ア 令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。 

イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 

ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 

※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札シ

ステムによる申込ができません。 

（４）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ａ」で登録され

ていること。 

（５）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 

（６）電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 

ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が５，０００万円（建築一式工事の場

合は８，０００万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建

設業の許可でも可とします。 

（７）監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。 

※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなけれ

ばなりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。 

ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が５，０００万円（建築一式工事の場

合は８，０００万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技

術者でも可とします。 

なお、建設業法第２６条第３項ただし書及び同項第２号により専任義務を緩和する場合

の監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの現

場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。 

ただし、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行う

ことが可能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。 

また、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更す

ることができます。変更後の技術者は、「評価項目に対する配点及び自己採点表（第３号

様式別紙）」における評価項目の「配置予定技術者の同種工事の施工経験」において、当

初配置する技術者と同等以上の評価を有することが必要です。 

（８）次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成２２年４月１日以降に有すること。 

   下水道施設（※）において、受変電設備の製作及び据付工事について、元請としての完

工実績（修理及び整備工事を除く。） 

ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が２０％以上であること。 
※ 下水道施設とは、下水道法第２条第２号（処理施設・ポンプ施設に限る。）に定義

された施設 

契約条項を 
示す場所等 

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒２１０－８５７７川崎市川崎区宮本町１番地） 
電話番号 ０４４－２００－２１００ 

入札日時等 令和８年２月１２日 午後５時（財政局資産管理部契約課建築契約係）  

入札保証金 免 



契約書作成 要 

入札の無効 
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札

参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 

その他 

（１）川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用

します。 
（２）評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」

及び「入札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものと

します。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、

評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提

出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目

が達成されなかったときの対応」を御覧ください。 
（３）本工事の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第１号に規定する特定

工事請負契約に該当します。特定工事請負契約においては、川崎市契約条例第８条各号に

掲げる事項を定めます。 
（４）詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 



（案件９） 

競争入札に 
付する事項 

件  名 渡田雨水滞水池ほか建設電気その４工事 

履行場所 川崎市川崎区小田７－３－１ほか 

履行期間 契約の日から令和１０年３月１５日まで 

参加資格 

（１）川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

（２）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 

（３）次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 

ア 令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。 

イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 

ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 

※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札シ

ステムによる申込ができません。 

（４）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ａ」で登録され

ていること。 

（５）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 

（６）電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 

ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が５，０００万円（建築一式工事の場

合は８，０００万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建

設業の許可でも可とします。 

（７）監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。 

※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなけれ

ばなりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。 

ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が５，０００万円（建築一式工事の場

合は８，０００万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技

術者でも可とします。 

なお、建設業法第２６条第３項ただし書及び同項第２号により専任義務を緩和する場合

の監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの現

場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。 

ただし、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行う

ことが可能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。 

また、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更す

ることができます。変更後の技術者は、「評価項目に対する配点及び自己採点表（第３号

様式別紙）」における評価項目の「配置予定技術者の同種工事の施工経験」において、当

初配置する技術者と同等以上の評価を有することが必要です。 

（８）次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成２２年４月１日以降に有すること。 

   下水道施設（※）における受変電設備の製作及び据付工事について、元請としての完工

実績（修理及び整備工事を除く。） 

ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が２０％以上であること。 
※ 下水道施設とは、下水道法第２条第２号（処理施設・ポンプ施設に限る。）に定義さ

れた施設 

契約条項を 
示す場所等 

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒２１０－８５７７川崎市川崎区宮本町１番地） 
電話番号 ０４４－２００－２１００ 

入札日時等 令和８年２月１２日 午後５時（財政局資産管理部契約課建築契約係）  

入札保証金 免 



契約書作成 要 

入札の無効 
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札

参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 

その他 

（１）川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用

します。 
（２）評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」

及び「入札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものと

します。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、

評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提

出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目

が達成されなかったときの対応」を御覧ください。 
（３）本工事の落札者と締結する契約は、川崎市契約条例第７条第１項第１号に規定する特定

工事請負契約に該当します。特定工事請負契約においては、川崎市契約条例第８条各号に

掲げる事項を定めます。 
（４）詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 



（案件１０） 

競争入札に 
付する事項 

件  名 入江崎総合スラッジセンター建設電気その３４工事 

履行場所 川崎市川崎区塩浜３－２４－１２ 

履行期間 契約の日から令和１０年３月１５日まで 

参加資格 

（１）川崎市上下水道局契約規程第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

（２）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間でないこと。 

（３）次のアからウのいずれかにより建設業退職金共済制度加入が確認できること。 

ア 令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に加入「有」で登録されていること。 

イ 経営事項審査の総合評定値通知書の写しにより加入「有」が確認できること。 

ウ 建設業退職金共済加入履行証明書により加入が確認できること。 

※ 上記ア以外の場合は、入札参加申込書提出時に窓口にて確認を行うため、電子入札シ

ステムによる申込ができません。 

（４）令和７・８年度川崎市工事請負有資格業者名簿に業種「電気」ランク「Ａ」で登録され

ていること。 

（５）有効期間内の経営事項審査の総合評定値通知書を有していること。 

（６）電気工事業に係る特定建設業の許可を受けていること。 

ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が５，０００万円（建築一式工事の場

合は８，０００万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、一般建

設業の許可でも可とします。 

（７）監理技術者資格者証（業種「電気」）の交付を受けた技術者を専任で配置できること。 

※ 当該技術者は落札候補者となった日において、他の工事に従事していない者でなけれ

ばなりません（別に定める場合は、この限りではありません。）。 

ただし、受注後の下請契約の請負代金の額の合計が５，０００万円（建築一式工事の場

合は８，０００万円）を下回り、「下請契約に関する誓約書」を提出した場合は、主任技

術者でも可とします。 

なお、建設業法第２６条第３項ただし書及び同項第２号により専任義務を緩和する場合

の監理技術者を配置する場合は、２現場までの兼任を可とします。ただし、それぞれの現

場に監理技術者補佐を専任で配置することを要します。 

ただし、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行う

ことが可能である場合は、本工事のみの専任配置を求めません。 

また、契約後は建設業法に抵触しない範囲で、工事担当局と協議の上、技術者を変更す

ることができます。変更後の技術者は、「評価項目に対する配点及び自己採点表（第３号

様式別紙）」における評価項目の「配置予定技術者の同種工事の施工経験」において、当

初配置する技術者と同等以上の評価を有することが必要です。 

（８）次の類似工事施工等実績（元請に限る。）を平成２２年４月１日以降に有すること。 

   下水道施設（※）において、監視制御設備の製作及び据付工事について、元請として完

工実績（修理及び整備工事を除く。） 

ただし、共同企業体により施工した工事については、出資割合が２０％以上であること。 
※ 下水道施設とは、下水道法第２条第２号に定義された施設（処理施設・ポンプ施設

に限る。） 

契約条項を 
示す場所等 

財政局資産管理部契約課建築契約係（〒２１０－８５７７川崎市川崎区宮本町１番地） 
電話番号 ０４４－２００－２１００ 

入札日時等 令和８年２月１２日 午後５時（財政局資産管理部契約課建築契約係）  

入札保証金 免 



契約書作成 要 

入札の無効 
この公告に示した競争入札参加資格のない者が行った入札又は川崎市上下水道局競争入札

参加者心得で無効と定める入札は、これを無効とします。 

その他 

（１）川崎市総合評価一般競争入札実施要綱に規定する総合評価落札方式の特別簡易型を適用

します。 
（２）評価項目算定資料の提出等については、本件の「発注情報詳細（総合評価特別簡易型）」

及び「入札契約に関する共通事項（総合評価落札方式用）」に定めるところによるものと

します。詳細は、評価項目算定資料の提出については「入札手続等」を、落札者決定基準、

評価結果の公表及び価格以外の評価に関する疑義については「落札者の決定方法」を、提

出された資料に係る虚偽記載等があった場合の取扱いについては「加算点を得た評価項目

が達成されなかったときの対応」を御覧ください。 
（３）詳細は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」を御覧ください。 

 


